
 

 

 

名張市国民健康保険財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例及び名張市 

介護給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について 

 

１．改正の趣旨及び背景 

名張市国民健康保険財政調整基金並びに名張市介護給付費準備基金の積立て等の方法 

及び運用から生じた収益の繰入れ方法の見直しを行うため、所要の改正を行うものです。 

 

２．主な改正内容 

（１）名張市国民健康保険財政調整基金の積立て等は名張市国民健康保険特別会計予算の

定めるところにより行うものとし、同基金の運用から生じた収益は同予算に計上する

こととします。 

（２）名張市介護給付費準備基金の積立て等は名張市介護保険特別会計予算の定めるとこ

ろにより行うものとし、同基金の運用から生じた収益は同予算に計上することとしま

す。 

 

３．施行期日 

令和８年４月１日から施行します。 

 

令和８年２月３日 

教育民生委員会協議会資料 

市民部 保険年金室 

福祉子ども部 介護・高齢支援室 


